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新旧対照表 

旧 新 摘要 

２ 対象工事 

千葉市土木工事標準積算基準を適用する工事において、受

注者が希望し、監督職員と受注者が協議を行った上で決定す

る。ただし、下記に該当する工事は対象外とする。 

５ 実施方法 

実施にあたっては、以下の（１）～（６）により行うもの

とする。 

（１）監督職員は、本試行要領における「千葉市快適トイレ

設置特記仕様書」（様式１）を発注図書に添付する。 

（２）受注者は、快適トイレ設置実施の有無について、事前

に監督職員と協議を行い、実施する場合は、施工計画

書に反映する。 

（３）監督職員は、「３ 快適トイレの仕様」を満たすこと

を「快適トイレ仕様チェックシート」（様式２）によ

り、快適トイレ設置前はカタログ等を用いて机上にて

確認し、快適トイレ設置後は現場立会又は写真データ

等（遠隔臨場による確認も含む）にて確認する。 

（４）受注者は、快適トイレの設置費用が確定後、支出実態

の分かる資料（見積書、リース料等の写し）を監督職

員に提出する。 

（５）監督職員は、快適トイレの費用を、設計変更時に計上

するものとする（詳細は「６ 費用の計上」による）。 

（６）受注者が、快適トイレの手配が困難等の理由により、

快適トイレの設置を希望しない場合は、本試行要領に

よらず施工するものとする。 

 

２ 対象工事 

土木工事標準積算基準を適用する工事において、受注者が

希望し、監督職員と受注者が協議を行った上で決定する。た

だし、下記に該当する工事は対象外とする。 

５ 実施方法 

実施にあたっては、以下の（１）～（５）により行うもの

とする。 

 

 

（１）受注者は、快適トイレ設置実施の有無について、事前

に監督職員と協議を行い、実施する場合は、施工計画

書に反映する。 

（２）監督職員は、「３ 快適トイレの仕様」を満たすこと

を「快適トイレ仕様チェックシート」（様式２）によ

り、快適トイレ設置前はカタログ等を用いて机上にて

確認し、快適トイレ設置後は現場立会又は写真データ

等（遠隔臨場による確認も含む）にて確認する。 

（３）受注者は、快適トイレの設置費用が確定後、支出実態

の分かる資料（見積書、リース料等の写し）を監督職

員に提出する。 

（４）監督職員は、快適トイレの費用を、設計変更時に計上

するものとする（詳細は「６ 設置に要する費用」に

よる）。 

（５）受注者が、快適トイレの手配が困難等の理由により、

快適トイレの設置を希望しない場合は、本試行要領に

よらず施工するものとする。 
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新旧対照表 

旧 新 摘要 

 

６ 設置に要する費用 

設置に要する費用は、以下の（１）～（５）により行うもの

とする 

 

７ その他 

本試行要領に定めの無い事項については、監督職員と受注

者で協議の上、決定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 設置に要する費用 

設置に要する費用の計上は、以下の（１）～（７）により行

うものとする 

 

７ その他 

（１）受注者は、監督職員から建設現場における快適トイレ

設置の取組みに関するアンケート等の調査があった

場合、これに協力しなければならない。 

（２）本試行要領に定めの無い事項については、監督職員と

受注者で協議の上、決定することとする。 

 

 

 

附則 

１ この試行要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ この要領による規定は、この要領の施行の日以降に

公告する又は指名若しくは見積通知書を交付するもの

について適用し、同日前に公告する又は交付するもの

については、なお従前の例による。 
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